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平成２３年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会事業計画

平成２３年度 事業の基本方針Ⅰ

川西市社会福祉協議会（以下「市社協」という ）と 川西市社会福祉事業団（以。

下「市事業団」という ）は、合併を契機に、より公共性の高い社会福祉法人とし。

て先駆的な事業に取り組んでいくことが求められています。

そのためには、組織を整え体制を強化することが必要であり、組織内の情報の共

有化や連携を図っていく取り組みが必要です。

今後、住民の福祉向上のためには、旧市社協が取り組んできた住民主体の地域福

祉活動等と旧市事業団が取り組んできた施設運営や在宅福祉サービス等との連携、

協働を図ることが課題となります。今年度は、両法人が実施してきた介護保険事業

など共通する事業について内容や体制について検討します。また、関係者の意見や

提案を集約し、旧市事業団の事業や施設との連携を図ることをめざします。

先駆的事業の取り組みに向けて、旧市社協の福祉サービス利用援助事業（日常生

活自立支援事業）と、旧市事業団の障害児（者）地域生活・就業支援センター、を

集約し、市直営の地域包括支援センターとの連携のもとに、総合相談機能と権利擁

護機能を担うセンター的機能を発揮する事業への取り組みを検討します。

旧市社協と旧市事業団の福祉専門職としての人的資源の有効活用を図ることによ

り、多様化する福祉ニーズや地域福祉活動の向上に対応できるよう検討します。

また、施設利用者の福祉ニーズを把握し、施設職員が利用者の処遇を通じて得た

ノウハウを地域における支援活動の取り組みに還元していくことなどにより、施設

、 。と地域の両面で 援助を必要とする方を総合的に支援する体制づくりをめざします

人事面においては、職員がそれぞれの職場で目標意識を持って業務に従事し、効

率的に個々のスキルアップが図れるよう、キャリアパスの設定を検討します。

また、旧市事業団が平成21年度から平成2２年度まで指定管理者として、障害

者福祉施設４箇所、高齢者福祉施設７箇所、児童福祉施設１箇所の計１２施設につ

いて管理運営を行ってきました。平成２３年度は市社協として管理運営し、平成2

4年度以降についても指定管理者になるよう市と協議してまいります。

平成２３年度は、市社協の「地域福祉推進計画」と地区福祉委員会の「地区福祉

計画」の３年目となります。市社協と市事業団の合併を踏まえ、新しい市社協の将

来ビジョンを見据え、今後２年間の各計画の見直しを行います。

合併により、川西市の地域福祉が、より一層の向上することをめざし、次の重点
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事業に取り組みます。

重点項目

１．組織構築と内部連携の取り組み

今年度は、事業規模が拡大する中で住民福祉の向上に向けた多様な課題について

調査検討を行う必要があることから、組織編成において、企画立案・調査研究機能

の強化を図ります。そして、両法人が取り組んできた介護保険事業、自立支援法事

業、子育て支援事業、小地域福祉活動を推進する事業、地域における福祉施設運営

事業等について協働の取り組みや連携をめざします。

また、地域における福祉施設の活用について、地区福祉委員会等の意見や提案を

集約し、旧市事業団の事業や施設運営に反映したり、地域福祉活動の拠点として活

用できるよう検討します。

２．小地域福祉活動の取り組み

市の地域福祉計画の重点事業である「福祉デザインひろば」づくり事業は、今年

度で８年目に入り、各種事業は地域で定着しています。今後は、事業の活性化を図

り、地域福祉のより一層の向上をめざします。また、地域の福祉問題や課題を明確

にし、解決をめざした「福祉ネットワーク会議」の充実図り、援助を必要とする方

（世帯）への支援活動や体制づくりを進めます。

３．援助を必要とする方（世帯）への支援活動の取り組み

「第２次川西市地域福祉推進計画」の重点活動項目になっている「援助が必要な

方（世帯）への支援活動の取り組み」について、災害時要援護者への支援活動や配

食活動、地域の助け合い活動など通じて行います。

４．権利擁護活動への取り組み

何らかの福祉的支援が必要になっても、福祉サービス等の利用や地域住民に支え

られ、住み慣れた地域で生きがいをもって暮らせることが求められています。 認

知症高齢者や知的、精神障がい者の日々の生活を支えるために、日常の金銭管理や

書類預かりなどを行う福祉サービス利用援助事業をより一層進めると共に、地域包

括支援センターや障害児（者）地域生活･就業支援センター、行政等との連携を強

化し権利擁護活動の充実を図ります。
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そして、福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）と、障害児（者）

地域生活・就業支援センター、市直営の地域包括支援センターの権利擁護相談機能

を統括した新たな事業の取り組みについて検討します。

５．地域福祉活動の担い手の確保と育成

「地域福祉活動の担い手の確保と育成」は 「第２次川西市地域福祉推進計画」、

の重点活動項目になっています。福祉活動の担い手が高齢化すると共に、新たな担

い手が不足しています。今後、地域の福祉力を高めていくための新たな人材の確保

と育成が重要な課題となっており、関係団体やＮＰＯ等との連携を図り、旧市事業

団の施設の活用も視野に入れながら、若い世代や団塊の世代を中心とした地域にお

ける福祉活動の担い手の確保と育成を行います。

６．障害者授産施設の新規体制への移行に向けた取り組み

「 」 「 」知的障害者授産施設 小戸作業指導所 と身体障害者授産施設 川西作業指導所

、 、について 障害者自立支援法に基づく新規体制への平成24年度からの移行に向け

利用者並びに家族への情報提供及び意見交換に努めると共に、新規体制への移行準

備を着実に進めます。
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Ⅱ 事 業 概 要

１．法人運営事業

予 算 額 主 な 財 源

１０２,６９７千円 会費収入 １１,５００千円

法人運営事業経理区分 市補助金収入 ７６,８２２千円

その他 １４,３７５千円

社会福祉事業団との合併初年度ととして、社協が川西市における総合的な福祉の

担い手として、市民とともに地域福祉の推進に貢献できるよう、体制整備を図りま

す。

１．新たな組織体制の構築

（１）庶務部門の統合による企画立案・調査研究機能の強化

（２）介護保険事業部門の再編による効率化の検討

２．次期指定管理申請に向けた取り組み

（１）両法人が取り組んできた介護保険事業・自立支援法事業・子育て支援事業

・権利擁護活動・小地域福祉活動などの相互連携の検討

（２）地域の取り組みと連携した新しい事業スタイル構築の検討

３．社協財源確保の取り組み

（１）財政運営の適正化

①各事業の効果・経費等の見直し

②各種基金の利息活用の仕組みについての検討

（２）自主財源の拡充

①地域と連携した自主財源拡充への取り組み

②使途の明確化による寄付金の拡充
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４．総合的個別支援機能拡充に向けた取り組み

（１）重点事業に横断的に取り組むための職員組織体制の検討

（２）各部署におけるケース検討会議の実施

（３）困難事例における社協内及び社協外関係者参加によるケース検討会議の実

施

（４）ふれあいプラザ３階の窓口総合化のための取り組み

①社協の福祉サービス利用援助事業、障害児（者）地域生活・就業支援セン

ター及びすこやかサービスセンター、市の地域包括支援センターの四者担

当者会議の開催

②ふれあいプラザ３階窓口一体化の機能を活かせるための合同研修の実施

５．地域福祉推進計画３年目の見直し

（１）事務局内検討チームによる計画の点検と３年目の見直し

６．職員の能力開発と職員研修の実施

（１）職員個々の目標意識醸成を図るためのキャリアパス設定の検討

（２）各部署における事例をもとにした職員研修の実施

７．情報活動の推進

（１）ホームページの統合及び情報更新による充実

（２）広報紙「社協かわにし」の見やすい紙面づくりの編集（５月、８月、

１０月、２月に発行）

（３）地区福祉委員会の活動情報の提供

８．会計事務の効率的遂行

（１）オンラインシステムの拡充及び会計ソフトの統一化による会計事務の改善

（２）新会計基準への対応と会計担当職員研修の実施

９．社協事業・サービス向上への取り組み

（１）市民からの意見の収集・対応

（２）苦情への誠実かつ適切な対応

（３ 「苦情処理委員会」による問題解決に向けた協議、対応）
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２．地域福祉事業

予 算 額 主 な 財 源

８５,１５４千円 市補助金収入 ３５,４００千円

地域福祉事業経理区分 受託金収入 ５,６５０千円

（法人運営事業経理区分からの繰入金）会費収入

９,２９４千円

（基金事業経理区分からの繰入金）基金繰入収入

３２,７４３千円

その他 ２,０６７千円

旧市事業団の福祉施設の活用や施設利用者の福祉ニーズの把握や地域支援を検討

します。

そして、地区福祉委員会を中心とした小地域福祉活動と、市社協が行う福祉サー

ビス利用援助事業や子育て支援事業、障がい者やひとり暮らし高齢者等の当事者組

織への育成支援、福祉教育活動等との連携を強化し、福祉コミュニティづくりを推

進します。

また、今年度は第２次地域福祉推進計画と地区福祉計画の３年目となり、地区計

画の点検と見直しを行い、各地区の地域福祉のめざす方向を確認します。

１．地域福祉活動推進事業

（１ 「福祉デザインひろば」づくり事業の取り組みへの支援）

①事業や運営等に関する相談・助言

②事業推進上の課題解決への支援

（２）総合相談・援助事業の実施

①心配ごと相談所事業の実施

②障害児（者）地域生活・就業支援センターによる障がい者への総合相談

事業の実施

③認知症高齢者家族への電話訪問相談の実施

④市民福祉活動に関する相談の実施

⑤在宅福祉サービス、介護福祉情報相談の実施
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（３）研修会、連絡会の開催

①福祉委員研修会の開催

②地区福祉委員会リーダー研修会の開催

③地区福祉相談窓口担当者研修会の開催

④地区福祉委員会連絡会の開催

（４）援助が必要な人の支援体制づくり

①援助に関わる関係者の連携の場づくり

、 『 』②専門職や民生委員児童委員 福祉委員等との連携による 個別支援ネット

づくり

③災害時要援護者への見守り、安否確認の体制づくり

（５）民家を活用した拠点づくりへの支援

①旧一井邸の建物の改装と備品等の整備

②旧一井邸の管理運営委員会の設置と効果的な活用の取り組み

③市内の『民家』を活用した地域福祉拠点における事業や運営等の支援

（６）地域福祉活動を担う人材確保・育成

①地区福祉委員会と連携し、団塊の世代等新たな福祉委員の確保

②地域ボランティア育成講座の開催

（７）財政面での支援

①会員会費等の地区への配分

②地区自主財源確保の取り組み支援

（８）事務局職員（社協コミュニティワーカー）としての支援

①地区福祉計画の見直し作業等への支援

②地区福祉委員会活動における運営面等の相談、助言

③広報紙等での地区福祉委員会活動の紹介

④ブロック別地区福祉委員会連絡会の設置と運営、活動面等の相談、助言

⑤関係機関、団体等との連絡調整

⑥福祉情報や資料等の提供

２．旧市事業団老人福祉センターの地域福祉活動拠点としての活用検討

（１）老人福祉センター所在地にある地区福祉委員会と施設活用に向けての検討

会の実施

３．旧市事業団福祉施設利用者の地域における支援体制づくりの検討

（１）施設利用者の福祉ニーズの把握
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（２）福祉施設利用者の地域支援等についての検討

４．福祉サービス利用援助事業

（１）当事者の権利擁護課題の解決を図る総合的な相談・連携体制の充実

、 、 （ ）①関係機関・団体との連携 特に旧市事業団との統合に伴い 障がい児 者

地域生活・就業支援センターとの連携をより密にした支援体制の充実

②地域住民や関係機関等への事業周知

③権利擁護にかかる相談窓口の充実

④職員体制の充実に向けた検討

（２）職員の資質向上

①生活支援員研修会の開催

②困難事例等の検討会の実施

５．子育て支援事業

（１）まちの子育てひろば事業等への支援

①地区福祉委員会との連携支援

②活動への助成

③活動遊具の貸し出し

④情報提供、住民に向けたＰＲ

（２）子育て支援者研修交流会の開催

（３）市子育て支援施策への参画

６．当事者組織の育成支援

（１）当事者組織への援助と協力

（２）当事者組織への事業助成

（３）情報提供、住民に向けたＰＲ

７．在宅福祉事業

（１）車イス等福祉用具の貸し出し

（２）福祉用具等についての相談、情報提供

８．福祉教育

（１）学校（小学校・中学校等）や地域における福祉学習への支援

（２）学校（高校・大学等）における福祉学習への支援の検討
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（３）市民活動団体やＮＰＯ、福祉施設との連携

（４）地域に学ぶトライやる・ウィーク体験活動への協力

９．地域包括ケア会議の設立準備

（１）高齢者や障がい者、児童など、援助が必要な方（世帯）への全市的な支援

体制づくりに向けて、市や関係機関等と連携し地域包括ケア会議の設立をめ

ざします。

１０．ひだまり基金

（１）川西市の地域福祉向上のために行われる新たな事業等について、合計年間

１００万円の助成

（２）公開プレゼンテーション・選考委員会、報告会の開催
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３．生活福祉資金貸付事業

予 算 額 主 な 財 源

３,２１３千円 助成金収入 ３,０００千円

受託金収入 １６３千円

会費収入 )３０千円(法人運営事業経理区分からの繰入金

資金貸付事業経理区分 その他 ２０千円

平成２１年１０月の生活福祉資金貸付事業の見直しにより、貸付に関する相談、

申請が急増しています。本貸付は、兵庫県社会福祉協議会からの委託事業で、低所

得世帯・障がい者世帯・高齢者世帯に資金を貸し付けることで、経済的自立を図る

とともに在宅福祉の推進と社会参加の促進を図り、地域社会での安定した生活を支

援することを目的に、民生委員児童委員との連携を密にしながら、支援者世帯を見

守り事業を推進します。

１．資金の種類

（１）福祉資金

①福祉費

②緊急小口資金（受付窓口：兵庫県社協）

（２）教育支援資金

①教育支援費

②就学支度費

（３）総合支援資金

①生活支援費

②住宅入居費

③一時生活再建費

（４）不動産担保型生活資金

①不動産担保型生活資金（受付窓口：兵庫県社協）

②要保護世帯向け不動産担保型生活資金（受付窓口：川西市福祉事務所）

（５）臨時特例つなぎ資金（受付窓口：兵庫県社協）



- 11 -

４．ボランティア活動育成事業

予 算 額 主 な 財 源

市補助金収入 １０,２２３千円

１３,６１２千円 会費収入 ）（法人運営事業経理区分からの繰入金

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動ｾﾝﾀｰ事業経理区分 ６０３千円

その他 ２,７８６千円

旧市事業団各施設のボランティア等の福祉人材を集約し、グループ化及び、既存

の登録グループとの連携を図ることにより、多様なニーズに対応した運営を行いま

す。

また、各種関係機関との連携を図りながら 「川西市社会福祉協議会福祉救援・、

災害ボランティアセンターマニュアル（仮称 」の策定をおこないます。）

１．ボランティア活動拠点の活用と福祉の人材育成

（１）ボランティア活動拠点を活用した新たな人材育成

（２）ボランティア活動センターと地域在宅部門、他の相談機関との連携強化

２．ボランティア活動センターの運営

（１）ボランティア連絡協議会や地区福祉委員会、市内ＮＰＯ法人等との連携

による事業推進

（２）福祉コミュニティづくりをめざす機関・団体との交流とネットワークづ

くりの推進

（３）ボランティアに関する相談及び斡旋・連絡調整（コーディネート）

（４）ボランティア登録受付及び活動の場の情報提供等

（５）ボランティア・市民活動災害共済（保険）等の取扱い

（６）ボランティア活動センター運営委員会の開催

（７）ボランティア活動センター運営・事業への市民参画の推進

（８）地域子育て支援ボランティアバンク整備事業の推進
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３．ボランティア活動普及事業

（１）ボランティア講座、研修会等の開催

①技術ボランティア講座

・点訳ボランティア入門講座

・手話ボランティア入門講座

・筆記通訳者養成講座

・手話、要約筆記、音訳、点訳の技術ボランティア中級研修会

②ボランティア入門講座

・ボランティア入門講座

・１日ボランティア体験講座

・１日ボランティア出前講座

③一般市民対象の講座

・地域ボランティア育成講座

・知的障がい児・者ボランティア入門講座

・傾聴ボランティア入門講座

・こころの健康ボランティア講座

・子育て支援者講座

・手作り布絵本Ｖ入門講座

④ボランティアリーダー等の研修

・ボランティアリーダー研修

・災害ボランティア研修会

⑤企業を対象の講座

・企業１日ボランティア出前講座

（２）ボランティア啓発事業の推進

①ボランティア情報「にじ」及び「にじ 学生版」の発行

②市社協ホームページ・市ボランティア連絡協議会のブログの活用

③企業等へのボランティア情報の提供

④ケアマネジャー等の研修会への参画による情報の提供

（３）ボランティアグループ等への連携と支援

①ボランティア、市民活動団体、ＮＰＯ等への情報提供と連携

②福祉施設ボランティアの集約及びグループ化

③登録グループとの連携した講座等の開催と活動助成

④技術ボランティア中級研修会助成
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（４）ボランティア連絡協議会との連携と支援

①ボランティア活動相談の実施および高校や大学での実施検討

②ボランティア連絡協議会との協働事業の実施および助成

③未加入グループへの加入促進

４ 「福祉救援・災害ボランティアセンターマニュアル（仮称 」の策定． ）

（１ 「福祉救援・災害ボランティアセンターマニュアル（仮称 」策定委員会の） ）

設置・開催及び策定

幸せ宅配便であり続ける活動センター

ボランティア活動センターには、毎月たくさんの保育ボランティア依頼があ

ります。子どもさんの年齢も１歳６ヶ月から６歳までと幅広い状況の中、保育現

場では、所狭しとボランティアさんが奮闘しています。中には、保護者と別れる

際に泣き出す子どもさんも・・・。そんな時、活動を通して子どもさんと正面か

ら向き合い、心を掴み、活動終了時間には、その子との関係をきちんと築いてい

るボランティアの皆さん。

ボランティアさんとの別れ際には、いつまでも手を振って満面の笑みを浮かべ

る子どもたち。

そんな一期一会の関わりであっても、依頼する側と受ける側がお互いに幸せに

なる瞬間があります。

ボランティアさんは、きっとこういう瞬間があり、活動を通して「元気をもら

える」からこそ、続けていけるのだとつくづく感じます。

ボランティア活動センターも、そんな幸せな瞬間を心に思い浮かべコーディネ

ートをする「幸せ宅配便」であり続けたいと思います。
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５．共同募金配分金事業

予 算 額 主 な 財 源

１５,８６９千円 一般募金配分金収入 ６,９３９千円

共同募金事業経理区分 歳末たすけあい配分金収入 ８,９３０千円

共同募金配分金事業では、ボランティア活動の推進に重点を置きながら高齢者福

祉、障がい者福祉、児童・青少年福祉、そして地域福祉と幅広く配分し“福祉のま

ちづくり“をめざして事業を推進します。

歳末たすけあい配分金事業では、新たな年を迎える時期に、援助や支援を必要と

する人たちが地域で安心して暮らすことができるよう支援を行います。具体的な配

分については、配分委員会において審議し、配分金事業を推進します。

１．共同募金配分金事業

（１）高齢者福祉事業

①車イス等福祉用具の貸し出し

②当事者団体助成

（２）障がい児者福祉事業

①障がい者団体助成

（３）児童･青少年福祉事業

①子育て支援グループ助成

②青少年育成団体助成等

（４）住民全般福祉事業

①地区福祉委員会活動支援

②心配ごと相談事業

③福祉情報活動

④ＮＰＯ団体との協働事業等

（５）ボランティア活動育成事業

①ボランティア活動センター事業

②ボランティア情報活動

③ボランティア育成講座の開催

④ボランティアグループ助成等
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２．歳末たすけあい配分金事業

（配分先事例）

（１）要援護世帯･寝たきり高齢者世帯等

（２）老人ホーム等福祉施設

（３）障がい者小規模作業所

（４）民間福祉団体･当事者団体

（５）地域保育所

（６）小地域ネットワーク事業

（７）子育て支援グループ

（８）地域還元事業

（９）災害緊急配分
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６．すこやかサービスセンター事業

予 算 額 主 な 財 源

１０５，０５６千円 介護保険収入 ５２，２３０千円

居宅介護等事業経理区分 自立支援費等収入 ２１，５２７千円

その他 ３１，２９９千円居宅介護支援事業 19,857千円

訪問介護事業 36,433千円

支援法居宅介護等事業 48,766千円

今年度は、市事業団との合併を契機に両法人が取り組んでいる介護保険事業や自

立支援事業などとの連携について検討し、より総合的なサービス提供機関としての

体制の確立をめざします。

そして、第２次川西市地域福祉推進計画の基本目標である「自分らしい暮らしを

支えるサービスづくり」の実現を目指し、介護保険制度、障害者自立支援法に基づ

いた在宅福祉サービスを提供します。

経営面では採算性にも重点を置き、事業規模や人員体制の見直しを行い、経営の

効率化を図ることで、本年度の収支状況を改善します。

１．介護保険関連事業

（１）介護認定調査事業（認定調査受託事業）

（２）介護予防支援事業

①要支援者の心身の状態に応じた適切なケアプランの作成

②地域包括支援センターやその他関係機関との連携強化

（３）居宅介護支援事業（ケアプランの作成）

①充分なアセスメント・関係者とのケア会議の開催

②要介護者の自立生活をめざしたケアプランの作成

③介護サービス事業者として情報公表の実施

（４）介護予防訪問介護、訪問介護事業

①生活援助のホームヘルプサービス

②身体介護のホームヘルプサービス

③介護サービス事業者として情報公表の実施
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２．障害者自立支援事業

（１）居宅介護、重度訪問介護事業

①家事援助のホームヘルプサービス

②身体介護のホームヘルプサービス

（２）市町村地域生活支援事業

①視覚ガイドヘルプサービス

②全身性ガイドヘルプサービス

３．事業実施体制の整備

（１）市社協が、本事業を推進する役割を踏まえた経営方針と収支改善を目指し

た体制づくりへの協議検討

（２）適正な事業規模・人員配置の検討による業務の効率化

（３）介護事故、トラブル等の予防と再発防止に向けた取り組み

（リスクマネジメント）

（４）医療・保健・福祉機関・居宅サービス実施事業者、ボランティア活動ほか

必要とされる社会資源の組み合わせや連携強化

（５）専門性及びスキルアップを目的とした研修・実習の充実
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７．配食サービス事業

予 算 額 主 な 財 源

１５，８６４千円 受託金収入 １５，８６４千円

居宅介護等事業経理区分

地区福祉委員会の配食ボランティアや地域の公民館、自治会館、商店等の協力を

得て、食生活の支援と同時に、見守りや安否確認を兼ねた配食サービス事業を市か

ら受託し実施します。また、利用者が地域とのつながりの中で、自立した在宅生活

が送られることをめざします。

１．食生活の支援と見守り・安否確認の実施

２．地区福祉委員会活動との連携

３．配食ボランティア研修会、懇談会の開催
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８．善意銀行の運営

予 算 額 主 な 財 源

２,９９９千円 寄附金収入 ２,３００千円

善意銀行事業経理区分 その他 ６９９千円

善意の預託により集められた金銭及び物品をもとに、要援護世帯等への払い出し

事業を行います。また、預託金の増額を目指し、ＰＲ活動等を積極的に行います。

（払出先事例）

１．要保護世帯等児童・生徒のための修学旅行補助

２．生活必要物品等を緊急に要する世帯への払い出し

３．ボランティア活動事業等への払い出し

４．指定預託金の受け入れ、払い出し
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９．基金事業

予 算 額 主 な 財 源

２８３,６５１千円 受取利息配当金収入 １,４４９千円

基金事業経理区分 基金積立金取崩収入 ３０,８６３千円

投資有価証券売却収入 ２４３,０００千円

その他 ８,３３９千円

１．田中福祉基金事業

田中福祉基金は、３,３００万円の利息をもって高齢者福祉や視覚・聴覚障が

い者福祉推進のために設置されたものです。平成２３年度においても、車イス等

福祉用具の貸し出し事業やボランティア育成事業に充当し、高齢者及び視覚・聴

覚障がい者福祉の向上につながるよう事業の推進に努めます。

２．谷口交通遺児基金事業

谷口交通遺児基金は、故人の遺志により交通遺児のために寄贈された５,０００

万円の利息をもって行っている事業で、交通遺児が高等学校・大学等への入学時

における入学給付金、小・中学校に在籍する交通遺児への修学給付金を給付しま

す。これからも本基金の趣旨に沿って、有効活用できるよう事業を推進します。

３．一井基金事業

一井基金は、故人の遺志に基づき、市に対して寄付された宅地・家屋の地

域福祉推進のための施設整備に充てることを目的として、寄付金９,１９６

万円をもって設置されています。

本年度は、基金を活用して旧一井邸の改装と備品の整備を行います。
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１０．養護老人ホーム 満寿荘 管理運営事業

予 算 額 主 な 財 源

１７９,４８６千円 介護保険料収入 ３８,５８８千円

養護老人ホーム 満寿荘 経理区 措置費収入 ８４,６９２千円

分 指定管理料収入 ３２,８６５千円

その他 ２３,３４１千円

環境上及び経済的理由により、居宅において生活することが困難な高齢者（原則

65歳以上の方）を受け入れ、自立した日常生活を営むことができるように支援しま

す。

また、特定施設（外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業所）として入

所者の介護ニーズに対して訪問介護、通所介護、訪問看護等の外部介護サービスを

適切かつ円滑に提供されるよう必要な措置を講じます。

１．支援の内容

（１）生活相談

（２）食 事

（３）健康管理

（４）教養娯楽

（５）介護予防

（６）地域との交流

（７）防災訓練

（８）居宅サービス等の利用

２．年間事業計画

４月 お花見ドライブ

５月 地域老人会との交流会

６月 満寿荘まつり

７月 七夕祭り（地域の幼稚園）
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８月 盆踊り（地域と共催）

９月 敬老行事（出前寄席など）

10月 運動会（地域の幼稚園）

11月 文化祭

12月 クリスマス会

１月 初詣、新年会、もちつき大会

２月 節分祭

３月 ひな祭り

その他の行事 華陽会（年５回 、栄養健康教室（年２回 、茶道協会（年１） ）

回 、日赤奉仕団（年１回 、生花協会（年１回 、少林寺拳法） ） ）

交流会（年１回 、鍼灸マッサージ（年１回 、レインボー清） ）

掃ボランティア（年１回 、ボランティア親睦会（年１回 、） ）

グルメツアー（年１回 、誕生会（月１回 、注文買い物（月） ）

１回 、クラブ活動（詩吟、カラオケ、生花、映画、習字、）

手芸、茶道、コーラス、俳句、折紙、農園）

３．入所定員 ５０人



- 23 -

11．子ども発達支援施設 川西さくら園 管理運営事業

予 算 額 主 な 財 源

１３３,７１５千円 自立支援費等収入 ７８,１８５千円

子ども発達支援施設 川西さく 指定管理料収入 ３５,１９３千円

ら園 経理区分 その他 ２０,３３７千円

在宅の障がいをもっている子どもたち、また、そうした心配のある子どもたちに

対し、一人ひとりの発達段階を正しくとらえ、療育の方法を保護者の方々と共に考

え、日常生活に必要な基本的能力を養い、園と家庭が連携して園児が心身ともに健

やかで意欲ある生活を送れるよう支援します。

１．支援の内容

（１）保 育

（２）訓 練（理学・作業・言語）

（３）発達検査・相談

（４）健康診断及び専門指導

①検 診 小児科・整形外科・神経科（月１回 、耳鼻科・眼科（年２）

回 、小児歯科（年３回検診・年２回講演））

②専門指導 小児神経科（月１回 、児童精神科（月１回 、臨床心理（心） ）

理判定含む。月５回 、理学療法（月５回 、作業療法（月） ）

５回 、言語聴覚（月４回））

（５）給 食

（６）保護者研修会等

２．年間事業計画

（１）通園方法

①送迎ワゴン

②タクシー

③自力通園
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（２）年間行事計画

①第１期（４月～７月） 園外療育(五月山)、療育参観日、園外療育(プー

ル遊び)、夏のつどい

②第２期（８月～12月） 園外療育(遠足)、運動会、いも掘り、クリスマス

会

③第３期 (１月～３月） こま遊び、療育参観日、心身障がい児者スポーツ

大会参加、クラス別園外療育、修了式・おわかれ

会

④年間をとおして 土曜日園庭開放（隔月１回 、お誕生日会（月１）

回）

（３）防災訓練

①ひまわり荘・川西さくら園・さくらんぼ合同防災訓練

②園単独防災訓練

３．職員派遣及び啓発活動

（１）職員派遣

①川西市（障害福祉課） 発達障害児(者)支援連絡協議会

②川西市（保育課） 支援児保育部会

③川西市（教育委員会） 心身障害児就学指導委員会専門委員会

特別支援教育相談連携会議

④川西市保健センター 在宅要観察児等を対象とした親子遊び教室、

10ヶ月健診

⑤川西養護学校 療育相談

⑥かわにしﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 講習会

⑦猪名川町 発達相談、障害者自立支援協議会及び教育支

援部会

（２）啓発活動

①川西さくら園キャラクター（さくらっぴー・さくらマン）の活用

②障がい者１日サロンの参加

③かわにし子育てフェスティバルの参加

④旧市事業団「ふれあい祭」の参加

⑤川西市民生委員児童委員協議会連合会冊子「子育てあらかると」への施設

案内掲載

⑥兵庫県地域子育てﾈｯﾄﾜｰｸ事業「子育て家庭応援手帳」等関係機関の広報誌
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への施設案内掲載

（３）ボランティア養成

①市社協広報紙「にじ 「社協かわにし」 募集広告掲載」 ボランティア

②知的障がい児援助ボランティア入門教室開講及び登録と育成

（４）実習体験受け入れ

① かわにしファミリーサポートセンター会員の体験実習

② 市内中学校生のトライやるウイークでの療育体験実習

③ 川西市立小学校教諭の初任者研修受講者の受け入れ

④ 大学及び専門学校生の保育士、社会福祉士、作業療法士、理学療法士、

言語聴覚士実習など

４．障害児等療育支援事業

（１）在宅支援訪問療育等指導事業

（２）在宅支援外来療育等指導事業

（３）施設支援一般指導事業

（４）事業別年間利用件数

①在宅支援訪問療育等指導事業 ３００件

②在宅支援外来療育等指導事業 ２２０件

③施設支援一般指導事業 ５０件

５．入所定員 ５０人
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1２．一の鳥居老人福祉センター 管理運営事業

予 算 額 主 な 財 源

１８,１１７千円 指定管理料収入 １８,０９７千円

一の鳥居老人福祉センター その他 ２０千円

経理区分

高齢になっても健康で、長寿を喜び合い家族や地域の人々とのふれあいの中で生

きがいをもって生活ができるよう、各種の相談、講座、健康教室等を開催するとと

もに、個人的に利用する方々には孤立感を解消し相互の親睦と交流が図られるよう

支援に努めます。

また、各種趣味の会（登録グループ）の活動を通じて仲間づくりや健康の増進、

教養の向上が図れるよう支援します。

１．事業内容

（１）入浴サービスの実施

（２）趣味の会への支援（２４グループ、４８４人）

書道（９人 、囲碁（４グループ、１９９人 、ゲートボール（２グル） ）

ープ３５人 、水墨画（８人 、謡曲（５人 、大正琴（５人 、） ） ） ）

（ ）、 （ ）、 （ ）、 （ 、将棋 ３９人 茶道 ９人 編物 ６人 カラオケ⑤ ５グループ

７５人 、表装（７人 、手芸（７人 、自彊術（３３人 、） ） ） ）

コーラス（１８人 、童謡（１９人 、詩吟（１０人）） ）

（３）各種講座

①囲碁講座 ６回 (月１回)

②手芸講座 １回

（４）教室の開催

①健康教室（月１回）

②老人に役立つ勉強会（年５回）

（５）行事の実施

①センター行事
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・七夕会

・第３回 和やかな笑顔のつどい

・第４回 ″和・輪・笑 ″まつり（旧文化祭）の実施

舞台発表（１１ｸﾞﾙｰﾌﾟ 、作品展（５ｸﾞﾙｰﾌﾟ 、お茶席（１ｸﾞﾙｰﾌﾟ）） ）

②各種団体行事

・自治会（総 会）

・老人会（忘年会）

・川西交通安全協会（交通安全指導）

・地元地区福祉委員会

２．年間利用人員

（１）年間利用延べ人員 ２３，７００人

（２）事業別利用延べ人員

①個人利用 １，６００人

②入浴サービス ９，７００人

③趣味の会 １１，２００人

④講 座 １３０人

⑤教 室 ４００人

⑥行 事 ６７０人
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1３．緑台老人福祉センター 管理運営事業

予 算 額 主 な 財 源

２１,２０９千円 指定管理料収入 ２１,１８３千円

緑台老人福祉センター 経理区 その他 ２６千円

分

市内在住の介護を要しない高齢者が、個人で囲碁・将棋・ヘルストロン・マッサ

ージ機コーナー及び入浴事業を利用し、自力で通所することで、閉じこもりや社会

的孤立を防ぎ積極的な社会参加、心身機能の維持向上を図ります。

また、健康体操の開催、各種相談、介護予防、生きがいづくりへの援助等を行う

ことにより、住み慣れた地域で明るく健康でいきいきとした生活が送れるよう支援

します。

１．事業内容

（１）入浴サービスの実施

（２）趣味の会への支援

（３）各種教室及び相談

①健康教室（健康体操教室）月１回

②相談（介護予防に関する情報提供や相談等を必要に応じて実施）

（４）地元地区福祉委員会の活動支援

（５）喫茶コーナー

２．年間利用人員

（１）年間利用延べ人数 ４５，０００人

（２）事業別年間利用延べ人数

①個人利用 １１，５００人

②入浴利用者数 ３０，０００人

③趣味の会・同好会 ３，２００人

④教室・相談 ３００人
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1４．久代老人福祉センター 管理運営事業

予 算 額 主 な 財 源

１７,４１８千円 指定管理料収入 １７,４０６千円

久代老人福祉センター 経理区 その他 １２千円

分

当センターは、高齢者が社会的に孤立することなく、地域の人達との触れ合いを

求め、共通の趣味活動を通して心身の活性化を図り、生きがいや楽しみが得られる

ような支援を行います。

なお、児童センターとの複合施設である特色を生かして、高齢者・児童・幼児と

その保護者等による世代間交流行事を実施し、地域の高齢者や児童との心の交流を

深めます。

１．事業内容

（１）教養講座

（２）趣味の会・同好会

、 、 、 、 、 、 、 、卓球 囲碁 カラオケ 社交ダンス 書道 詩吟 大正琴 ハーモニカ

コーラス、健康体操、生花、フラダンス、気功、エコクラフト

（３）児童クラブの指導

囲碁クラブ、大正琴教室

（４）各種教室・相談

①健康体操：月１回

（５）その他の行事

敬老のつどい、どんとまつり、カラオケグループ発表会

（６）地元地区福祉委員会の活動支援

２．年間利用人員

（１）年間利用延べ人数 １０，２３０人

（２）事業別年間利用延べ人数
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①個人利用者（ヘルストロン利用者数含む） ４，６８０人

②定期講座 ３００人

③健康体操 １５０人

④趣味の会 ４，７００人

⑤その他の行事 ４００人
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1５．久代児童センター 管理運営事業

予 算 額 主 な 財 源

１３,９１８千円 指定管理料収入 １３,８３５千円

久代児童センター 経理区分 その他 ８３千円

地域の児童を対象とし児童に健全な遊びを通して体力の増進を図り、社会適応能

力を高め、情操を豊かにするための支援を行います。

乳幼児に関しては、赤ちゃん交流会の開催やプレイルームを終日開放して子育て

支援に取り組みます。

また、老人福祉センターとの複合施設である特色を生かして、高齢者・児童・幼

児とその保護者等による世代間交流行事を実施し、地域の高齢者や児童との心の交

流を深めます。

１．事業内容

（１）児童クラブの実施

囲碁クラブ、詩吟教室、工作教室、大正琴教室、おやつづくり、茶道体

験教室、カプラ遊び、バス遠足、フラワーアレンジメント体験教室、エ

コクラフト

（２）幼児クラブの実施

、 、 、 、にこにこひろば 赤ちゃん交流会 まちの子育てひろば ４歳児ひろば

遊びのひろば、なかよしクラブ、わくわくクラブ、のびのびクラブ、カ

プラクラブ、お誕生日会、交通安全指導、読み聞かせ

（３）母親クラブの実施

（４）その他の行事

季節の行事（プールあそび、夏まつり、映画会、敬老のつどい、どんと

まつり、ハロウィン、クリスマス会、節分の会、ひなまつ

り会 等）
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２．年間利用延べ人数 １８，７００人

（１）児 童 ６，７００人

（２）幼 児 ６，３００人

（３）保護者 ５，７００人
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16．在宅障害者デイサービス施設 ひまわり荘 管理運営事業

予 算 額 主 な 財 源

７２,４７７千円 自立支援費等収入 ４０,９１６千円

ひまわり荘 経理区分 指定管理料収入 ２５,２０３千円

その他 ６,３５８千円

在宅の重度身体障がい者などの方が、一人の生活者として自らの意思で選択・決

定する事を尊重し、それらの方々の自立を促進し、生活の改善、身体機能の維持向

上を図るため、利用者の身体状況等に応じて、創作的活動や継続的に機能訓練等を

行い、一人ひとりの生活の質が向上できるよう支援します。

１．事業内容

（１）生活介護事業

①個別支援計画の策定

②生活適応訓練事業

③入浴サービス

④創作的活動

（２）地域生活支援事業

①地域活動支援センター事業

・入浴サービス

・創作的活動

②移動支援（送迎サービス）事業

（３）緊急一時保護事業

（４）社会啓発・相談事業

２．年間利用人員

（１）年間利用延べ人数

①生活介護支援者数 ２，７６０人

②地域生活支援事業利用者数 ５，７４０人
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・地域活動支援センター利用者数 １４０人

・移動支援事業利用者数（送迎サービス）

生活介護利用者 ５，５２０人

地域活動支援センター利用者 ８０人
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1７．湯山台デイサービスセンター 管理運営事業

予 算 額 主 な 財 源

６５,３９５千円 介護保険収入 ５１,９２０千円

湯山台デイサービスセンター 指定管理料収入 ４,１６９千円

経理区分 通所介護受託金 ８,４９４千円

その他 ８１２千円

介護保険制度のもと、在宅の要支援、要介護高齢者のプライバシーに配慮し、ケ

、 、アプランに基づく介護予防通所介護サービス 通所介護サービスを提供することで

その方が持っておられる能力に応じて可能な限り自立した日常生活が送れるよう支

援し 「利用してよかった」と心から思っていただける施設を目指します。、

（ ） 、 、川西市立養護老人ホーム満寿荘 新型養護特定施設 からの委託を受け 要支援

要介護高齢者に適切なサービスを円滑に提供します。

また、開かれた施設を目指し、中学生のトライやるウィークへの協力をし、地域

の文化祭にも積極的に参加します。

１．事業内容

（１）通所介護サービス及び介護予防通所介護サービス

①生活指導

②機能訓練

③介護サービス

④介護方法の指導

⑤健康チェック

⑥送迎

⑦入浴サービス

⑧給食サービス

２．年間利用人員

（１）年間利用延べ人数 ７，６２０人
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①通所介護 ５，５６２人

・要介護１ ２，７８１人

・要介護２ １，８５４人

・要介護３ ６１８人

・要介護４ ３０９人

②介護予防通所介護 ５１０人

・要支援１ １０２人

・要支援２ ４０８人

③指定通所介護（満寿荘） １，５４８人

（２）サービス別年間利用延べ人数

①生活指導 ７，６２０人

②機能訓練 ７，６２０人

③介護サービス ７，６２０人

④健康チェック ７，６２０人

⑤送迎 ６，０７２人

⑥入浴

・ストレッチャー浴 ２，４６４人

・介助入浴 ２，４１１人（内予防２４０人）

⑦給食サービス ７，６２０人

（３）利用料減免対象者延べ人数 ３０９人

３．利用定員 ３０人



- 37 -

1８．緑台デイサービスセンター 管理運営事業

予 算 額 主 な 財 源

７５,２４４千円 介護保険収入 ５８,７６８千円

緑台デイサービスセンター 指定管理料収入 １５,６４６千円

経理区分 その他 ８３０千円

利用者のプライバシーに配慮し、ケアプランに基づく通所介護サービスを提供す

ることにより、自立生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図

るとともに、その家族の身体的、精神的苦労の軽減を図り「利用してよかった」と

心から思っていただける施設を目指します。

要支援、要介護高齢者に適切なサービスを円滑に提供します。

また、開かれた施設を目指し、地域の幼稚園児や中学生との世代間交流や、地域

の文化祭への出店等も積極的に実施します。

１．事業内容

（１）通所介護サービス及び介護予防通所介護サービス

①生活指導

②機能訓練

③介護サービス

④介護方法の指導

⑤健康チェック

⑥送迎

⑦入浴サービス

⑧給食サービス

２．年間利用人員

（１）年間利用延べ人数

①通所介護 ５，８７１人

・要介護１ １，８５４人



- 38 -

・要介護２ １，５４５人

・要介護３ １，２３６人

・要介護４ ９２７人

・要介護５ ３０９人

②介護予防通所介護 １９２人

・要支援１ ４８人

・要支援２ １４４人

（２）サービス別年間利用延べ人数

①生活指導 ６，０６３人

②機能訓練 ６，０６３人

③介護サービス ６，０６３人

④健康チェック ６，０６３人

⑤送迎 ６，０６３人

⑥入浴

・ストレッチャー浴 ３０９人

・車椅子浴 ２，７８１人

・介助入浴 ２，４７２人（内予防１９２人）

⑦給食サービス ６，０６３人

３．利用定員 ３０人
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１９．久代デイサービスセンター 管理運営事業

予 算 額 主 な 財 源

７５,８５２千円 介護保険収入 ５０,９６３千円

久代デイサービスセンター 指定管理料収入 ２３,９６３千円

経理区分 その他 ９２６千円

介護保険制度のもと在宅の要支援、要介護高齢者のプライバシーに配慮し、本人

や家族のニーズを的確に把握したケアプランに基づく通所介護サービスを提供する

ことにより、その方がもっておられる能力に応じて可能な限り自立した日常生活を

、 、 、「 」送れるよう支援し また その家族の心身の負担軽減を図り 利用してよかった

と思っていただけるようなサービスの質の高い施設を目指します。

また、４時間～６時間の提供時間を基本としながら、短時間利用（２～３時間）

サービスのような他施設での受け入れ困難な利用者への対応も柔軟に行います。

１．事業内容

（１）通所介護サービス及び介護予防通所介護サービス

①生活指導

②機能訓練

③介護サービス

④介護方法の指導

⑤健康チェック

⑥送迎

⑦入浴サービス

⑧給食サービス

２．年間利用人員

（１）年間利用延べ人数

①通所介護 ６，４８９人

・要介護１ ２，７８１人
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・要介護２ １，５４５人

・要介護３ １，５４５人

・要介護４ ３０９人

・要介護５ ３０９人

②介護予防通所介護 ６１８人

・要支援１ ３０９人

・要支援２ ３０９人

（２）サービス別年間利用延べ人数

①生活指導 ７，１０７人

②機能訓練 ７，１０７人

③介護サービス ７，１０７人

④介護方法の指導 ７，１０７人

⑤健康チェック ７，１０７人

⑥送迎 ７，１０７人

⑦入浴サービス

・車椅子浴 ３，３９９人（内予防 １１０人）

・介助浴 ２，４７２人（内予防 ５０８人）

⑧給食サービス ７，１０７人

（３）利用者減免対象者延べ人数 ３０９人

３．利用定員 ３０人
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２０．障害児(者)地域生活・就業支援センター 事業

予 算 額 主 な 財 源

３５,６８５千円 受託金収入 ３５,３２２千円

障害児(者)地域生活・就業支援 その他 ３６３千円

センター 経理区分

指定相談支援事業者として、地域で暮らすために生活支援を必要とする障がい者

及びその家族などを対象として、在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や

社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング等、情報の提供等を総合的に

行うことにより、地域における生活を支援し、障がい者の自立と社会参加の促進を

図るため、次の事業を行います。

１．事業内容

（１）福祉サービスの利用援助

①居宅サービスの利用援助

②施設サービスの利用援助

③サービス事業者の紹介・申請の代行等

（２）社会資源の開拓と社会資源活用のための支援

①社会資源の紹介・利用援助

②福祉機器の利用援助・住宅改造等の支援

③新規サービスの開拓等

（３）社会生活力を高めるための支援

①社会生活力を高めるための助言

②家族等の相談支援

③権利擁護のための支援

④趣味余暇活動への参加促進等

（４）ピアカウンセラーによる個別援助・支援

①障がい種別ごとに相談日を設け対応等（月１回）

（５）専門･関係機関の紹介と調整
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①行政・福祉サービス機関・医療・保健機関等との連絡・調整

（６）就労支援

①就労専門の相談員を配置し、就労相談とハローワーク等関係機関との調整

等

（７）サービス利用計画作成及び管理

（８）障がい者一日サロンの開催（障害者週間事業実行委員会･川西市）

①福祉機器の展示、制度の紹介

②相談・情報提供等

（９）自主製品販売促進事業の推進

２．年間利用人員

（１）年間相談・援助利用延べ人数

身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 合計

２，０００人 ５，０００人 ２，０００人 ９，０００人

（２）相談･支援別年間利用件数

身体障がい 知的障がい 精神障がい 合計

ア 福祉サービスの利用援助 １００件 ５００件 １００件 ７００件

イ 社会資源を活用するための支援 ５００件 ５００件 ２００件 １２００件

ウ 社会生活力を高めるための支援 ３００件 １０００件 ２０００件 ３３００件

エ ピアカウンセリング ３０件 ３０件 ３０件 ９０件

オ 専門･関係機関の紹介と調整 １３００件 ２５００件 １４００件 ５２００件

カ 就労支援 １００件 ６００件 ５００件 １２００件

キ 障がい者一日サロンの開催 ４５０人
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２１．児童デイサービス さくらんぼ 事業

予 算 額 主 な 財 源

１７,３１３千円 自立支援費等収入 １５,９７０千円

児童デイサービス さくらんぼ その他 １,３４３千円

経理区分

利用児が日常生活における基本動作を習得し、集団生活に適応することができる

よう、当該利用児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適

切かつ効果的な療育を行うものとします。

１．支援内容

（１）個別支援計画の作成及び説明

（２）保育

（３）訓練(理学・作業・言語)

（４）発達検査・相談

２．防災訓練

（１）ひまわり荘・川西さくら園・さくらんぼ合同防災訓練の実施（年２回）

３．啓発活動

（１）障がい者１日サロン参加

（２）かわにし子育てフェスティバル参加

（３）事業団「ふれあい祭」の参加

（４）川西市民生委員児童委員協議会連合会冊子「子育てあらかると」への施設

案内掲載

４．年間利用人員 １,８９４人

５．利用定員 １０人
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２２．ファミリーサポートセンター事業

予 算 額 主 な 財 源

８,２９３千円 受託金収入 ８,２９３千円

ファミリーサポートセンター事業経理区分

ファミリーサポートセンターでは、市事業団との統合を契機として支援活動の更

なる充実をめざします。まず、同一組織となった児童関連施設との連携をより密に

し、本事業のＰＲに努めます。

また、会員相互の信頼の上に成り立つ本事業は、安心して子どもを預けられるよ

う、子育て支援に求められる知識や技術向上のための講習会を地域で開催します。

更に、子育て支援にかかる関係機関・団体との連携に努め、地域に根ざした活動

を推進します。

１．活動内容と計画

（１）関連施設・団体との連携による会員の拡充

（２）相互援助活動のきめ細かな調整

（３）子育てに関する相談

（４）会員に対する講習会、交流会の開催

①子育て支援に求められる知識や技術向上のための講習会を地域にて開催

②会員相互の交流会の開催

（５）サブリーダー連絡会の開催

（６）関係機関・団体との連携及び協働事業の実施

（７）広報紙（ファミリーサポート通信）の発行等広報活動

（８）関係機関、近隣市町（４市１町）との連絡調整

①市子育て支援課との連携

②猪名川町との連携・情報交換ならびに行事への参加

③４市１町連絡会への参加
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２３．知的障害者通所授産施設 小戸作業指導所 管理運営事業

予 算 額 主 な 財 源

１２７,００７千円 授産事業収入 ９,８１６千円

知的障害者通所授産施設 自立支援費等収入 ８１,４５３千円

小戸作業指導所 経理区分 指定管理料収入 ２８,２８８千円

その他 ７,４５０千円

知的障がいを伴う利用者の特性・ニーズを的確に把握するため無記名、郵送によ

るアンケート、三者面談等を行い、利用者主体の支援が行えるよう、一人ひとりに

応じた短期及び長期の個別支援計画を作成し、個々の利用者が社会生活を営む上で

必要な力を身につけられるように支援します。

また、ボランティア、トライやる・ウィーク、介護体験実習生等を受け入れ、地

域に開かれた施設を目指します。

更に、新規体制への移行を見据え、利用者並びに家族への情報提供に努めると共

に、新規体制への移行準備を着実に進めます。

１．支援の内容

（１）個別支援計画の作成

（２）生活支援

（３）作業支援

（４）進路相談

（５）給食の提供

（６）健康管理

（７）レクリエーション

（８）工賃の支払

①支払工賃 月平均１３，３００円／人

②支払工賃総額 ９，５７６，０００円

（９）その他利用者の支援

（10）苦情の受付

２．利用定員 ５５名
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２４．身体障害者通所授産施設 川西作業指導所 管理運営事業

予 算 額 主 な 財 源

６９,２６５千円 授産事業収入 １１,８３０千円

身体障害者通所授産施設 自立支援費等収入 ４２,００４千円

川西作業指導所 経理区分 指定管理料収入 １０,９０９千円

その他 ４,５２２千円

在宅の先天性及び中途障がい者の方に対し、社会復帰を実現させるための可能性

の追求を基本姿勢に、支援に際しては利用者の有する能力及び適性に応じ、なおか

つ利用者のニ－ズに沿った生活支援、職業指導を実施します。

更に、障害者自立支援法に基づく新規体制への移行を見据え、利用者並びに家族

への情報の提供及び意見交換に努めると共に、新規体制への移行準備を年度内に確

実に進め、平成２４年度より、新体系での事業を行います。

１．支援の内容

（１）個別支援計画書の作成

（２）生活支援

（３）作業指導

（４）進路相談

（５）給食の提供

（６）健康管理

（７）レクリエ－ション

（８）工賃の支払

①支払工賃 月平均２５，０００円／人

②支払工賃総額 １１，４００，０００円

（９）その他利用者の支援

（10）苦情の受付

２．利用定員 ３５人


